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1．本要領の目的

1本要領の目的

本要領は、大規模地震（仙台市内において震度6強以上の地震をいう。以下同

じ｡）をはじめとする業務の中断をもたらす可能性のある災害等の事象（｢新型イ

ンフルエンザ等対応業務継続計画」を発動すべき場合を除く。）の発生により、業

務の実施に必要な人的・物的・情報等の資源の供給減少や災害応急対策業務等の

増加といった制約が生じた状況下において、仙台高等裁判所、仙台地方裁判所及

び仙台家庭裁判所各本庁並びに仙台簡易裁判所における災害時に優先すべき業務

を定めるほか、優先業務の継続及び業務正常化のために必要な措置を定めること

により、来庁者、職員等の生命身体を保護すること、庁舎、設備等の保安管理を

行うこと、災害時における優先業務の立ち上げ時間の短縮及びその業務レベルの

維持、向上を目的とするものである。

2業務継続計画における基本方針

（1）業務を継続するために必要な電力設備、通信設備等の庁舎の応急措置及び復

旧対策は、可能な限り速やかに行う。

（2）遅滞又は停止することによって国民生活等に重大な影響を及ぼす業務は、そ

の継続又は再開に努める。

（3）再開した業務及び継続している業務は、これを維持し、そのレベルを向上さ

せるため、必要な対策を検討し、その対策を計画的に実施する。

3本要領の適用範囲

本要領は、仙台高等・地方・簡易裁判所合同庁舎及び仙台家庭・簡易裁判所合

同庁舎並びに各庁舎敷地（以下「本庁庁舎」という｡）における災害を対象とする

ものである。
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僻 ’司一先業

1 災害発生が予想される場合に行うべき優先業務

2災害発生時に速やかに行うべき優先業務

2

災害に関す

る応急対策
□

(1) 災害対策本部及び各対策部の設置

(2) 災害の予想される規模・程度、交通機関、ライフライ

ン及び通信事情等に関する情報収集

(3)最高裁、管内地家裁・支部との連絡態勢の確立準備

(4)業務継続規模の判断

(5)職員の帰宅及び翌日の自宅待機の判断・指示

(6)帰宅困難者の把握及び受入れの準備

裁判事務に

関する応急

対策

(1)事件記録、証拠物、事件関連データ（パソコン、各種

記憶媒体等を含む｡）等の保管場所の確保

(2) 緊急に処理すべき事務（令状、保釈、観護措置などの

身柄に関する事務、保全、DV事件、裁判期日の変更等）

の現状の把握及びその事務処理態勢の確立準備

災害に関す

る応急対策

(1)負傷者等の救出、救護

(2) 消火活動、消防署への通報

(3)本庁庁舎からの避難指示の検討

(4)本庁庁舎内の事件当事者、来庁者等の安否確認及び避

難誘導

(5)職員（非常勤職員を含む｡）の安否確認及び避難誘導

(6) 災害対策本部及び各対策部の設置

(7)本庁庁舎、裁判所職員総合研修所仙台分室（以下「分

室」 という｡）及び宿舎の現況の確認（見回り）、被害状

況に関する情報収集

(8) 災害の規模・程度、道路、交通機関、ライフライン及

び通信事情等に関する情報収集

(9)最高裁、管内地家裁・支部との連絡態勢の確立

裁判事務に

関する応急

対策

(1)事件記録、証拠物、事件関連データ（パソコン、各種

記憶媒体等を含む｡）等の保管場所の確保
●

(2) 緊急に処理すべき事務（令状、保釈、観護措置などの



3災害発生当日中又は翌日の執務開始時刻まで行うべき優先業務

4翌日以降の優先業務

本庁庁舎の応急的な修繕、復旧に努めるとともに、修繕、復旧の状況を踏ま

えた事務処理態勢を検討、確立する。

1から3の各項における記載順は、優先順位を示すものではない。※

3

身柄に関する事務、保全、DV事件、裁判期日の変更等）

の現状の把握及びその事務処理態勢の確立

災害に関す

る応急対策
ｵ

1

(1)本庁庁舎の電力、通信設備の復旧、維持管理

(2)一般からの問合せ窓口の設置

裁判事務に

関する応急

対策

(1)事件に関する問合せ、事件受付等の窓口の設置

(2) 当面、迅速に処理すべき事務の把握及びその事務処理

態勢の確立

(3) 関係機関（検察庁、弁護士会、法テラス等） との連絡

態勢の確立



王認凋凹計画の‘＝弓

当面の業務継続計画の視点1

応急的な業務継続計画の視点2

4

視点 9 内容

災害対策本部の設置場

所

建物の被害状況､非常用発電機及び非常用通

信機器の確保などを考慮して判断する。 （本庁

庁舎又は分室）

一時的な業務の縮小、

停止

本庁庁舎の安全性、ライフライン等の状況を

踏まえ、本庁庁舎内での人的、物的被害に応じ

て判断する。

職員の退庁指示 業務継続に必要な職員以外の職員の退庁に

ついては、一時的な業務の縮小、停止の判断に

当たって考慮した事情のほか、地域の交通事情

等も考慮して判断する。

優先処理事項の選定 被災の状況、復旧状況に応じて、実施すべき

優先業務を選定する。

視点 内容

業務継続に必要な職員

の確保

被災していない庁からの職員の派遣や、人事

異動の延伸、赴任期間の延長、交通機関復旧に

応じた職員の勤務庁の変更なども含め、必要な
げ

職員数を確保する。

業務継続に必要な執務

用品等の確保

令状事務や当直事務などの緊急事務につい

て、被災していない庁からの供用も含め、非常

用発電機、投光器のほか、パソコン、プリンタ

ー

、 FAX等の執務用品を確保する。



正常化へ向けた業務継続計画の視点3

5

視点 内容

情報の収集、分析 早急な業務正常化の視点から、次の情報等につ

いて収集、分析を行い対応策を検討する。

(1)地域の被災状況等

ア住民の被災状況

イ地域の被災状況（ライフライン、交通事情、

郵便、通信事情）及び復旧見込み

ウ周辺の関係機関や公的機関の被災状況、執

エ

務状況及び自治体の動向

住民のニーズ

(2)人的被害等

ア事件当事者（担当弁護士や司法書士等を含

む｡）の安否状況

イ非常勤職員（調停委員、参与員等）の安否

と登庁の可否

ウ業務遂行のための職員の出勤可能性

(3)物的被害等

ア庁舎の被害状況及び機能回復の見込み

イ法廷、事件関係室の被害状況及び確保の見

込み

ウ業務系システムの被害状況及び稼働状況

※各担当部署においてシステムの被害状況等を確認

業務正常化の段階 (1) 一般的な事件の正常化については、復旧状況

等の情報収集結果に基づき、次の段階に応じて

検討する。

ア事件の受付、緊急事務に限定した事件処理

イ当事者に支障のない事件の処理

※関係機関の状況や交通事情など地域の被災状況は

復旧しつつあるが、客観的には裁判手続を進行させ

るにはまだ相当とは言えない状況にある場合には、

当事者の希望や必要性などの事情を考慮して事件を



処理する。

ウ通常処理（当事者が被災した事件）

※地域の復旧が相当程度進み、客観的には裁判手続

を進行させるのに支障のない状況ではあっても、当

事者の被災状況、避難状況など個別の事情を考慮し

て事件を処理する。

(2)裁判員裁判については、その再開に当たって

考慮すべき事項の検討を速やかに進める。

正常に戻った後の業務継続計画の視点4

6

視点 内容

事務処理態勢の整備 (1) 被災地住民のニーズの把握と司法サービ

スの提供の在り方

(2) 今後の事件動向の予測と事件処理態勢の

整備

(3) 裁判員裁判における裁判員候補者の呼出

し等の調整



1 設置

仙台高等裁判所長官は、次の各項に該当する場合には、直ちに災害対策本部（以

下「対策本部」 という｡）を設置する。

(1)大規模地震が発生した場合

(2) 大規模地震以外の業務の中断をもたらす可能性のある災害等の事象が発生し

た場合及び発生するおそれのある場合で、大規模地震発生時に準じた対応を取

る必要があると認める場合

上記(1)の場合には、対策本部の設置に当たり何らの決定等を要しない。

設置場所については、対策本部長が別途指示する。

2組織

(1)対策本部の組織は、別紙のとおりとする。

（2）対策本部長は、各対策部の事務を統括する。

（3） 対策副本部長は､対策本部長を補佐し､対策本部長に差し支えがあるときは、

次の順序によりその職務を代行する。

（4）対策部長は、対策本部長の命を受けて、各対策部所属の職員を指揮する。

（5）対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に差し支えがあるときは、その

職務を代理する。

3所掌事務等

対策本部は、次の事項に関する事務のほか、災害時優先業務及び業務継続計画

の具体的な施策を指揮する。

(1)避難指示

（2）避難場所及び帰宅、 自宅待機の指示

庁舎外に避難する必要がある場合の避難場所は、次のとおりとする。

7

順位 職名 順位 職名

1 仙台高等裁判所事務局長 4 仙台高等裁判所事務局次長

2 仙台地方裁判所長 5 仙台地方裁判所事務局長

3 仙台家庭裁判所長 6 仙台家庭裁判所事務局長

第1順位 仙台駅側一般駐車場及び家簡裁庁舎正門玄関前広場

第2順位 片平丁小学校（自治体の指定する避難場所）



面､今…理対夛矧

総合管理対策部は、対策本部長の直轄機関として次の事務を行う。

なお、総合管理対策部に、総合的な調整の助言のため裁判官（司法行政事務の代

理順序に従って、長官の代理をする裁判官）を置く。

1 避難及び避難場所の指示

庁内放送等により、来庁者及び職員に対し、避難場所を示した上で、避難指示

を行う。

2来庁者及び職員等の避難誘導（初動対応の避難誘導を除く。）

避難場所までの誘導あるいは避難場所から庁舎への入庁を誘導する。

3情報の収集、整理、伝達

各対策部と連携をとりながら以下の情報を収集し、速やかに対策本部に伝達

する。

また、必要に応じて各対策部に対し情報を提供する。

(1)災害の規模、程度

（2） 引き続き発生するおそれのある災害に関する情報

（3）地域の被災状況（ライフライン（電気、ガス、水道、通信等)、交通機関の運

行、近隣住民の被害等）

（4） 関係機関（検察庁、弁護士会、警察署、法務局、法テラス、刑務所、鑑別所

等）の被害状況及び執務状況

（5） その他災害に関する情報

4対策本部の指示伝達及び各対策部との連絡調整（各対策部の必要人員の確保、

調整など）

5最高裁、管内地家裁との連絡調整

6来庁者及び関係機関への対応等

(1)来庁者からの問合せ窓口の設置

（2） 来庁者への対応（執務状況についての掲示、HP掲載を含む｡）

（3） 関係機関（検察庁、弁護士会、法テラス及び自治体等） との連絡調整（組織

間の共助に関する事項など）

（4）報道機関への対応

8
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6．人的対策部

人的対策部は､人的被害等に関する次の事務を行うとともに､対策本部に対して、

被害状況、講じた対策等必要事項を連絡する。

1人的被害に関する情報の集約、整理

2安否確認（｢8事件対策部」で行う安否確認を除く。）

（1）来庁者

（2）職員

（3）職員の家族（職員の自宅等の損壊状況の確認を含む｡）

（4）司法修習生、地域委員会委員、地方裁判所委員及び家庭裁判所委員等

※1負傷者については、その氏名、連絡先、負傷の程度等を確認する。

※2 この安否確認は、各職場からの報告に基づくことを原則とする。

3負傷者等の救難、救護

(1)救難、救護に必要な人員の確保、救護実施の指示

（2）診療所への連絡、応急手当用品の確保

（3）救急車の手配

（4）二次的被害を考慮した救難、救護策の策定

4職務命令の事務

（1）帰宅相当の判断及び指示

（2）帰宅後の連絡方法の確認（各部課室に指示）

（3） 自宅待機及びその解除の指示に要する情報の収集及び連絡

5帰宅困難者となった来庁者及び職員等への対応

（1）受入れの準備（受入場所は原則として分室とする｡）

（2）分室の運営（利用者との調整、食事及び宿泊に必要な物品の調査等）

6業務継続に必要な人員の確保、調整

7その他

総合管理対策部からの指示により、来庁者及び職員等の避難場所までの総合管理対策部からの指示により、来庁者及び職員等の避難場所までの誘導及

び避難場所から庁舎への入庁誘導の補助を行う。

10



的対涙剰

物的対策部は､物的被害等に関する次の事務を行うとともに､対策本部に対して、

被害状況及び講じた対策等必要事項を連絡する。

1 消火活動

「仙台高等・地方・簡易（刑事）合同庁舎消防計画」及び「消防計画（仙台家

庭・簡易裁判所庁舎)」に基づき、消火活動に必要な人員を確保し、消火活動に当

たる。

2物的被害の調査

(1)本庁庁舎、分室及び宿舎の被害状況の調査（ライフライン（電気、ガス、水

道、通信等）の被害状況を含む｡）

（2）火災、倒壊等二次災害の危険性の調査

(3) (1)及び(2)の結果、危険箇所等が発見された場合における立入禁止等の必要な

措置

（4）物品の被害状況の調査

3押収物、保管物の点検及びその保管場所に関する措置

4保釈保証金等の緊急性がある事務処理の確認及び日本銀行仙台支店等の業務状

況の確認

5 災害対策を実施する上で必要となる次の物品の確保、調達、提供及び在庫管理

(1)情報の収集及び伝達のための用具（ラジオ、携帯テレビ、電話及びFAX等）

（2）来庁者及び職員に必要な飲料水、食料、衣類、暖房器具及びその燃料、簡易

トイレ又は仮設トイレ、救助用資機材等

（3）執務用品（非常用電源の確保､パソコン及びプリンター等）

6被害を受けた施設、設備等の復旧

7対策本部に参加する職員の宿泊場所（分室を除く｡）の確保

8帰宅困難者となった来庁者及び避難をしてきた近隣住民等の庁内における一時

避難場所の確保及び当面必要な物品の調達、配布計画

※ これらの各対策を検討するに当たっては､職員の性別や障害の有無に配慮した

内容となるよう留意する。

11



件対涙剥

事件対策部は､事件処理等に関する次の事務を行うとともに､対策本部に対して、

被害状況、講じた対策等必要事項を連絡する。

なお、事件対策部に、総合的な調整の助言のため、裁判官を置く。その裁判官は、

仙台地方裁判所民事部、刑事部及び仙台家庭裁判所の各上席の裁判官がこれに当た

る。

1 開廷状況等の把握

2来庁者である事件関係者の安否確認、避難誘導等の初動対応

(1)法廷、事件関係の各室、廊下等に所在する事件関係者の安否確認、避難誘導

（2） 拘束中の被告人又は被疑者等の身柄確保、避難誘導について、押送担当者が

相応の措置を講じるために必要な情報の速やかで正確な伝達及び避難誘導の協

力

3事件記録、事件関連データ（パソコン、各種記憶媒体等を含む｡）及び帳簿等の

保全、保管場所の確保

4事件処理に関する事務

（1）令状、保釈、観護措置請求等の緊急に処理すべき事務の把握及びその事務処

理態勢（職員､執務場所及び執務用品等）の確保

（2）事件に関する問合せ、事件受付等の窓口の設置

（3） 関係機関（検察庁、弁護士会、警察、法テラス、拘置所、刑務所、鑑別所等）

との連絡態勢の確立

（4）業務の正常化に向けた事件処理方針案の策定、対策本部に提供される現状に

関する情報を踏まえて事件処理等に関する事項の調整

(5)庁舎、設備等の応急的修繕の状況に応じた事務処理態勢の確立

5来庁者以外の事件関係者､非常勤職員の安否確認、連絡

(1)民事関係

民事調停委員、司法委員、労働審判員、専門委員、鑑定委員、評価人候補者

及び破産管財人等

（2）刑事関係

被告人、裁判員、補充裁判員、裁判員候補者、精神保健審判員及び精神保健

参与員等
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I

(3)家裁関係

ミ 家事調停委員､参与員､後見人､被後見人､財産管理人及び観護措置･保護

《

観察。補導委託・試験観察中の少年等

(4) 検察審査会関係

検察審査員（補充員を含む｡）

ト

！

f
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言 における動対雨

1 各職場における初動対応

災害発生時及び発生直後において、対策本部が設置されるまでの間の初動対応

は各職場において行うものとし､その内容については定期的に見直すものとする。

なお、初動対応は、職員の身の安全を確保した上で次の事項を行う。

(1)負傷者の救援及びその支援(119番通報など）

（2） 消火活動及びその支援（初期消火活動、防火扉確認など）

（3）避難、来庁者の避難誘導及びその支援

（4）情報収集（被災状況把握、来庁者及び職員の安否確認、負傷者の把握等)、総

務課（総合管理対策部）への情報伝達及びそれらの支援

（5） 防災・保安活動及びその支援（危険箇所の表示、撤去など）

2防災・BCPガイドラインの作成・配布

初動対応及び非常時における継続業務が適切に行われるように、各職員の行動

指針を示した防災・BCPガイドラインを職場ごとに作成し、これを各職員に配

布する。

なお、防災・BCPガイドラインは、職員に異動があった場合にはその都度改

訂し、その内容を職場内に周知しなければならない。

おって、防災・BCPガイドラインには、次の事項を定めなければならない。

(1)職場における緊急連絡網

（2）職員及びその家族の安否の確認方法（各職員からその職場の上司へ）

（3） 初動対応の内容及び役割分担（来庁者の避難誘導方法など）

（4） 災害発生後、当面継続すべき業務の内容

（5） 災害時登庁職員の確保

（6） その他各職場において、あらかじめ定めておくことが必要とされる事項

14



」駐時間外における応急対策と上司への連,覗

1 災害時登庁職員の指名

各部課室においては、勤務時間外に本庁庁舎に災害が発生した場合においても

業務に従事する職員をあらかじめBCPで定め、その写しを所属の総務課に提出

する。

なお、指名に当たっては、通勤距離や通勤方法以外に、家族構成などにも配慮

して、あらかじめその職員の理解を得ておくものとする。

2勤務時間外に本庁庁舎において災害が発生した場合の連絡態勢等

(1) 当直員は、仙台高等裁判所の総務課長又は会計課長に連絡する。

（2）連絡を受けた仙台高等裁判所の総務課長又は会計課長は、連携して、あらか

じめ定めた緊急連絡網により、対策本部構成員等の関係職員へ必要事項を伝達

する。

（3） 通信の途絶又は不安定により当直員からの連絡が入らないときは、仙台高等

裁判所の総務課長又は会計課長は、速やかに登庁のうえ、本庁庁舎の被害状況

を把握し、 (2)のとおり伝達する。

（4）対策本部の構成員、管理職員、 1において指名された災害時登庁職員及び当

該災害発生により個別に登庁を指示された職員は、登庁して災害時優先業務に

従事する。

3職場の上司に対する所在、安否等の連絡

勤務時間外に災害が発生した場合（本庁庁舎に勤務する職員が居住又は所在す

る場所で発生した場合も含む｡)、職員は、 「9．各職場における初動対応」 2(1)で

あらかじめ定めた緊急連絡網により、職場の上司に所在、安否等を連絡する。
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＝'' 2 本要領の見

1 防災訓練

仙台高等裁判所事務局長、仙台地方裁判所長及び仙台家庭裁判所長は、共同し

て、次の内容の防災訓練を年1回以上実施する。

11)警報発令、災害情報の連絡

（2）在庁者及び職員の避難誘導

（3）負傷者等の救命、救護

（4）火気器具及び機械設備に対する措置

（5） 消火器具及び避難設備等の使用

(6)防火扉の開閉

（7） その他必要な訓練

2本要領の見直し

本要領は、防災訓練の結果を基に、必要の都度見直しを検討する。

3職員周知

本要領は､その概要を職員に周知するとともに､各部署及び分室等に備え置く。

4その他

（1） 物品の管理

災害対策に当たる職員や避難者へ提供する食料、飲料水や、業務に必要な

事務用品等は、必要な量を備蓄することとし、年1回以上在庫や防災備品等

の操作方法、動作確認をする。

（2） 電磁的情報の管理

必要な情報処理の継続が可能となるよう多機能サーバ（事件処理に使用す

るサーバ機を含む｡）の電磁的情報は整理して管理する。
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(別紙）

．に

仙台高地家裁対策本部

本部長

高裁長官
副本部長
①高裁事務局長

②地裁所長

③家裁所長

④高裁事務局次長

⑤地裁事務局長

⑥家裁事務局長

総合管理対策部

対策部長
高裁総務課長

対策副部長
地裁事務局次長

家裁事務局次長

高裁総括企画官

高裁総務課文書企画官

(オブザーバー）
長官代行及び他の1

(オフサーバー）

L
長官代行及び他の

人的対策部 物的対策部

対策部長、 対策部長
高裁人事課長 高裁会計課長
対策副部長 （防火管理者）
高裁人事課企画官 対策副部長
地裁人事課長 高裁会計課企画官

家裁総務課長 地裁会計課長

高裁会計課長
（防火管理者）

事件対策部
対策部長

高裁民事首席書記官
又は高裁刑事首席書記官

対策副部長
高裁民事首席書記官
又は高裁刑事首席書記官

高裁次席書記官

地裁民事首席書記官

地裁刑事首席書記官

家裁首席書記官

家裁首席調査官

家裁会計課長
（防火管理者）

(オブザーバー）
仙台地裁民事上席裁判官

仙台地裁刑事上席裁判官
仙台家裁上席裁判官

’

’ ’

仙台地裁対策本部 仙台家裁対策本部

17

仙台高地家裁対策本部組織図



(参考資料）

1{ 災害発生時等における対応図(仙台高等画地方･家庭裁判所）
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災害対策本部設置前の各職員の初動対応
口近接する台風･低気圧の規模､予想進路等の情報収集

口公共交通機関の運行状況､計画運休の有無の情報収集

口翌日の開廷状況の把握､開廷･期日取消の判断蹄職員の帰宅・
ロ負傷者の救援､来庁者の避難及びその支援(119番通報など)
口消火活動､その支援(初期消火活動､防火扉確認など）

自宅待機の判断､帰宅困難者の確認等

口情報収集(被災状況把握､来庁者｡職員の安否確認､負傷者の把握等)､情報伝達及びそれらの支援
ロ防災･保安活動及びその支援(危険箇所の表示風撤去など）

災害対策本部設置

【対策本部】鵠
応急災害対策及び業務継続計画の基本事項

ロ執務の停止指示､ロ職員への退庁指示､ロ

【対策本部】
応急災害対策及び業務継続計画の基本事項

ロ執務の停止指示､ロ職員への退庁指示､ロ

について指揮する。

優先処理事項等の検討

【総合管理対策部】
災害本部長の直轄機関として事務を行う。

口避難勧告､避難誘導

ロ災害関連情報の収集､整理

ロ本部の指示の伝達･各対策部との連絡調整

【事件対策部】
事件処理等に関する事務を行う。
ロ
ロ
ロ
ロ

開廷状況等の把握
裁判中の事件関係者の安否確認､誘導
事件記録､事件関連データ等の保管確保
緊急に処理すべき案件の把握･事務処理態勢の確立

【物的対策部】

物的被害等に関する事務を行う。

口本庁庁舎･宿舎･分室の被害状況の確認､報告

口証拠物の保管確保 ,

口消火隊の編成､消火活動の実施

口危険箇所の立ち入り禁止の措置

口救助用資機材の配布､設置

【人的対策部】
人的被害等に関する事務を行う。
口庁舎内の職員の安否確認､報告

口救援･救護隊の編成､救援･救護活動の実施
口救護者の確保､救護所の運営
ロー次被害を考慮した救難策の検討

件対策部】

事件に関する問い合わせ･事件受付窓口設置

迅速に処理すべき事務の把握､事務処理態勢の確立

関係機関(検察庁､法テラス等)との連絡態勢の確立

的対策部】
飲料水､食料等の確保､調達及び配布計画

非常電源､電話､携帯テレビ､FAX等の確保､調達
簡易トイレ又は仮詔トイレの配布詔雷

L禰言官埋河東劃j』

．関係機関(検察庁､法テラス等)との連絡調整
□

【人的対策部】
口職員の家族の安否､家屋等の損壊状況
．司法修習生､各種委員の安否確認
． ．

㎡

【総合管理対策部】
ロ
ロ
・
コ
コ

一般からの問合せ窓口の設置､業務内容の掲示
避難住民への対応､受入
最高裁､管内地家裁･支部との連絡
報道機関への対応
【人的対策部】

．帰宅困難者の受入
。業務の継続に必要

準備
な人

機の連絡）
員の確保､調整(併せて自宅褐

L事件対策部】 ．

口庁舎･設備等の応急的修繕の状況に応じた処理態勢

の確立

ロ事件関係人(後見人､被後見人等)の安否確認､連絡

【物的対策部】

口庁舎の電力設備･通信設備等の応急的修繕(業者確

保､工事発注等)など
同情穀インフ弓(PC‐プ1jンター篝)の確俣一調逹．

庁舎機能の回復、ライフラインの復旧、通勤事情の改善などに応じた

通常事務への段階的移行

災害の危険解消､災害に対する応急措置完了により災害対策本部解散


